
東京電力（株）　福島第一原子力発電所

不適合管理委員会報告情報
平成１８年１１月２１日分

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合
事象が対象になります。

平成18年11月21日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ：該当なし

区分Ⅱ：該当なし

区分Ⅲ：１件

No. 号機等 不適合件名 グレ－ド 備考

1 １号機
主復水器の逆洗操作後、水室Ａ１・Ａ２の出口導電率に上昇が認めら
れたため、対応検討

Ａｓ

11月24日公表済
11月27日再審議
にて区分変更

「その他Ｃ」→
「区分Ⅲ」

その他：１１件

No. 号機等 不適合件名 グレ－ド 備考

1 ２号機
残留熱除去ポンプ（Ａ）電動機の点検時、部分放電試験の測定値に許
容値外れが認められたため、当該電動機を修理

Ｄ

2 ２号機
活性炭ホールドアップ装置除湿冷却器廻りの計装品点検時、レベルス
イッチ（１台）のフレキシブル電線管に損傷が認められたため、当該
電線管を修理

Ｄ

3 ２号機
残留熱除去海水（Ａ）系淡水希釈用元弁（２台）の点検時、ボンネッ
トボルト・ナット及びハンドル押さえナットに腐食が認められたた
め、当該ナットを交換

Ｄ

4 ４号機

原子炉建屋床サンプ（Ｂ）の点検のため、当該サンプから廃液中和タ
ンク（Ｂ）への移送を実施した際に「サンプ放射能高」警報が発生
し、ドライウェル床ドレン移送系外側隔離弁の閉鎖が認められたた
め、対応検討

Ｂ

5 ５号機
計器設定に関する確認において、燃料移送ポンプ吐出圧力計等（６
台）の計器仕様表記載の計器精度値に誤記が認められたため、対応検
討

Ｃ

6 ６号機
高圧復水ポンプ（Ａ）のカップリング側又は反カップリング側メカ
シールのいずれかにおいて、メカリーク（１滴／３秒）の可能性が認
められたため、当該ポンプを点検・修理

Ｃ

7 ５号機
廃棄物地下貯蔵設備床ドレンサンプポンプ（Ｂ）において、グランド
押えナットに緩みが認められたため、当該部を点検・修理

Ｄ

8 ６号機
残留熱除去海水系配管（ＲＨＲＳ－１４）において、フランジ部に海
水のにじみが認められたため、当該配管を点検・修理

Ｃ

9 集中環境施設
再生廃液／床ドレン濃縮器復水器凝縮水導電率記録計において、ペン
のインク詰まりによる記録不良が認められたため、当該記録計を点
検・修理

Ｄ

10 集中環境施設
補助ボイラ（Ａ）起動操作時、火炉内に未燃物（重油の不純物）が認
められたため、火炉内を清掃

Ｄ

11 その他
モバイルメール配信システムによるプレス文配信準備作業中、他のプ
レス文配信と同時に未完成プレス文の誤配信が認められたため、対応
検討

Ｃ
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http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2006/pdfdata/bi6b18-j.pdf

	その他のみ

